
 

令和３年度第１回千葉市都市局指定管理者選定評価委員会公園部会 

 

 

１ 日 時： 令和３年７月２８日（水）１４：１０～１６：０６ 

２ 場 所： 千葉中央コミュニティセンター１０階 １０１会議室 

３ 出席者： 

（１）委 員 

 石井 慎一委員、観音寺 拓也委員、木下 剛委員、宮本 聡委員、望月 悦子委員 

（２）事務局 

（都  市  局）竹本都市局次長 

（都市総務課）橋本都市総務課長、須長都市総務課長補佐、野田主査、佐々木主任主事 

（公園緑地部）石橋公園緑地部長 

（公園管理課）福原運営調整担当課長、池田主査、小島技師 

４ 議 題： 

（１）部会長・副部会長の選任について 

（２）稲毛海浜公園教養施設【花の美術館・稲毛記念館・海星庵・野外音楽堂】の年度評価に

ついて 

５ 議事概要： 

（１）議題 

ア 部会長・副部会長の選任について 

委員の互選により、部会長に石井委員、副部会長に観音寺委員を選出した。 

イ 稲毛海浜公園教養施設【花の美術館・稲毛記念館・海星庵・野外音楽堂】の年度評価

について 

令和２年度「指定管理者年度評価シート」について施設所管課から説明の後、サー

ビス水準向上、改善を要する点等、次年度以降の管理運営をより適正に行うための意

見交換を経て、部会としての意見を取りまとめ、決定した。 
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６ 会議経過 

〇須長都市総務課長補佐 それでは定刻になりましたので、改めて委員の皆様におかれまして

は、お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

  ただいまより、令和３年度第１回千葉市都市局指定管理者選定評価委員会公園部会を開催

いたします。 

  事務局をしております都市総務課、須長と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  本日の会議でございますが、５名全ての委員の皆様に御出席いただいておりますので、千

葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例第10条第２項の規定により、本会議は

成立しております。 

  開会に当たりまして、都市局次長の竹本より御挨拶申し上げます。 

〇竹本都市局次長 都市局次長の竹本でございます。よろしくお願いいたします。 

  委員の皆様には大変お忙しい中、御出席をいただきして、ありがとうございます。 

  本日の公園部会では、稲毛海浜公園内にございます花の美術館、稲毛記念館、海星庵、野

外音楽堂の４施設からなる教養施設についての令和２年度の年度評価を実施し、管理運営の

より一層の改善につなげてまいりたいと考えております。 

  本日、評価をお願いする指定管理につきましては、令和４年度末をもって終了し、その後、

各施設は管理許可施設として民間事業者により新たな形で運営されることとなります。残す

ところ１年８か月ですが、本市としましては、花の美術館をはじめ、各施設が市民のよき思

い出として心に残るようしっかりと管理運営してまいりたいと考えておりますので、委員の

皆様にはそれぞれのお立場から忌憚のない御意見を頂戴できればと思っております。本日は

どうぞよろしくお願いいたします。 

〇須長都市総務課長補佐 竹本都市局次長につきましては、本日所用がございますため、これ

をもちまして退席とさせていただきます。 

  それでは、議事に入る前に、会議の公開及び議事録の作成について、御説明いたします。 

  お手元の資料３『千葉市都市局指定管理者選定評価委員会の会議の公開及び議事録の作成

等について』を御覧ください。 

  本日の会議は１、会議の公開の取扱いの（１）のとおり公開としております。 

  また、議事録につきましては、２、議事録の確定の（１）、及び３、部会の会議への準用

により、事務局が案を作成し、皆様に内容を確認していただいた後、部会長の承認により確

定させていただきます。 
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  それでは議事に入らせていただきたいと存じますが、本日、観音寺委員がウェブでの参加

となっておりますので、発言の際は、必ずマイクを御使用していただくようにお願いいたし

ます。 

  それでは、部会長選出までの間、橋本都市総務課長に議事の進行をお願いいたしたいと思

います。 

〇橋本都市総務課長 都市総務課の橋本でございます。 

  僣越ではございますが、部会長選出までの間、議事の進行を務めさせていただきます。 

座って進行させていただきます。 

  ただいまより、令和３年度第１回千葉市都市局指定管理者選定評価委員会公園部会を開催

いたします。 

  初めに、議題１「部会長及び副部会長の選任について」を行わせていただきます。 

 お手元にお配りしております資料５『千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条

例』を御覧ください。 

  第11条第４項に、部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互

選により定めると規定がございますので、部会長の選任につきまして御意見をお願いいたし

ます。 

〇観音寺委員 やはり前回も部会長を務めていらっしゃった石井委員さんがよろしいかと思い

ます。 

〇橋本都市総務課長 ありがとうございます。 

  ただいま観音寺委員さんから、石井委員さんを部会長に推薦する旨の御提案がございまし

たが、皆様いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

〇橋本都市総務課長 ありがとうございます。 

  それでは石井委員さんに部会長をお願いしたいと思います。 

  続きまして、副部会長の選任をお願いしたいと存じます。 

  いかがでございましょうか。 

〇望月委員 副会長も務めておられる観音寺委員さんに副部会長もお願いしたいと思います。 

〇橋本都市総務課長 ありがとうございます。 

  ただいま望月委員さんから観音寺委員さんを副部会長に推薦する旨の御提案がございまし

たが、皆様いかがでしょうか。 
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（異議なしの声あり） 

〇橋本都市総務課長 ありがとうございました。 

  それでは観音寺委員さんに副部会長をお願いしたいと存じます。 

  それではここからは部会長に議事を進行していただきたいと思います。石井委員さんには

部会長席にお移りいただきますよう、お願いいたします。 

〇石井部会長 委員の皆様方の御推挙によりまして、部会長を仰せつかりました石井でござい

ます。ここからは私が議事進行を務めさせていただきます。会議を円滑に進めてまいりたい

と存じますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは議題２「稲毛海浜公園教養施設［花の美術館・稲毛記念館・海星庵・野外音楽堂］

の年度評価について」に入ります。 

  まず資料６－１『令和２年度指定管理者評価シート』の１、公の施設の基本情報から、７、

総括（２）市による評価について、事務局より御報告をお願いいたします。 

〇福原運営調整担当課長 公園管理課運営調整担当課長の福原です。よろしくお願いいたしま

す。着席にて説明させていただきます。 

  説明に入ります前に、本日差し替えの資料と追加の資料、当日で申し訳ございません、お

席に配付させていただいておりますので、そちらの説明をさせていただければと思います。 

  まず１つは、令和２年度、これから御説明させていただく主な資料になりますが、指定管

理者評価シートということでお配りしているものです。 

  こちらのほう、事前に委員の皆様に配付させていただいているところ、当日の差し替えと

なりまして大変申し訳ありません。差し替えを行った箇所、修正を行った箇所を御説明させ

ていただきますと、年度評価シートの３ページになります。３ページの真ん中あたりに、イ、

支出という表がございまして、こちらの項目の２番目に事務費という項目が御覧いただける

と思いますが、そちらの一番右側に、計画実績差異・要因分析、大きな要因という欄がござ

います。こちらの１か所、従前の表現に誤りがございましたので、そちらの修正をさせてい

ただいております。修正箇所としてはこちらだけになりますので、申し訳ありません、よろ

しくお願いいたします。 

  また、当日配付資料ということで、参考資料になりますが、「稲毛海浜公園教養施設 施

設利用者数」ということで、１枚目が表として左側と右側を矢印で表示してあるようなペー

パーと、それの基になる２枚目、３枚目が事業報告書の令和２年度の事業報告書の中の利用

者数に関わるページと、その前年度、令和元年度の同じ内容のページになります。 
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  令和２年度の事業報告書のこちらの利用者数のページにつきましても、申し訳ありません、

従前お配りしていたものからの差し替えになります。こちら、数字に関しては、変更はござ

いませんが、表の一番下に備考欄があるのですが、昨年、施設閉館していた期間を記載して

おりまして、そちらが従前のものがしっかり記載されていなかったということで、そちらを

記載させていただいたものになります。 

  続きまして、教養施設の人員比較ということで、これも後ほど御説明したいと思うのです

が、過年度から令和２年度と比較した業務スタッフの推移を数字で集計して、比較できるよ

うにしたものになります。 

  最後に、これは議題を審議いただいた後に御説明したいと思っているのですが、大多喜県

民の森及び船橋県民の森における不適切な料金徴収についてということで、千葉県が発表し

た報道発表資料になりますけれども、こちらの説明、御報告ということでさせていただきた

いと思っております。 

  長くなりましたが、資料に関しての追加、事前の説明は以上になります。 

  では、説明に入らせていただきます。 

  今、御説明した令和２年度指定管理者年度評価シートを御覧ください。 

  １、公の施設の基本情報から説明いたします。 

  施設名称は、稲毛海浜公園教養施設（花の美術館、稲毛記念館、海星庵、野外音楽堂）で

す。ビジョンですが、花の美術館は、花と緑の豊かな良好な都市環境を創造するため、より

多くの市民に花や緑の大切さを伝え、緑化や緑の保全に対する意識の普及・啓発を図るとと

もに、公園利用者の憩いの場、レクリエーションの場として機能する。稲毛記念館ほか２施

設は、市民が郷土の歴史・風土への理解を深めるとともに、文化・教養の向上を図る場とし

て機能する、です。 

  ミッションですが、花の美術館は３つございます。１つ目は、花や植物の育て方や管理方

法など、市民の日常的な緑化活動に対する指導や相談を行うとともに、花の飾り方、楽しみ

方など、花の文化に触れながら、花のある豊かな暮らしを提案すること、２つ目が、植物の

展示、講習会などを通じて、緑化活動や植物に対する学習の場を提供すること、３つ目は、

四季折々の花や植物の姿が楽しめる見本園を開放し、レクリエーションの場を提供すること

です。稲毛記念館ほか２施設は、２つございます。１つ目は稲毛海岸の歴史・風土への理解

を深める展示等により来園者に学習の機会を提供すること、２つ目は市民が快適な環境の中

で、日本の伝統的な文化活動をはじめ、様々な文化活動を展開できる場を提供することです。 
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 制度導入により見込まれる効果は、記載のとおりです。 

  成果指標と数値目標はまとめて御説明します。１つ目の成果指標は、花の美術館の入館者

数（有料区域に入館する者）で、その数値目標は年間10万4,000人以上、２つ目の成果指標

は、稲毛記念館ほか２施設の利用者数（有料貸出施設を利用する者）と入館者数で、数値目

標は年間19万4,000人以上です。 

  次の項目は、２、指定管理者の基本情報です。 

  指定管理者名は、株式会社ワールドパーク、項目を２つ飛ばしまして、指定期間は令和２

年４月１日から令和５年３月31日までの３年間です。 

  選定方法は、非公募です。 

  非公募とした理由ですが、稲毛海浜公園施設については、民間活力を導入したリニューア

ル整備、運営事業を進めていくこととしており、平成29年６月に株式会社ワールドパーク連

合体を事業者として基本協定を締結し、現在整備に向けて手続を進めております。指定管理

施設についても、公園の魅力向上と、効果的な管理運営を進めていくためには、ワールドパ

ークへ委託することが最善と判断したことによるものです。 

  管理運営費の財源は、指定管理料及び利用料金収入です。 

 ２ページをお願いします。 

  ３、管理運営の成果・実績、（１）成果指標に係る数値目標の達成状況です。 

  １つ目は花の美術館の入館者数です。目標年間10万4,000人に対し、実績は５万2,645人、

達成率は50.6％となりました。２つ目の稲毛記念館ほか２施設の利用者は、目標年間19万

4,000人に対し、実績は18万2,411人、達成率は94％となりました。 

  先ほど追加で配付させていただいております施設利用者数の過年度との比較ということで、

補足的に資料のを用意させていただいておりますので、そちらの資料を御覧いただけますで

しょうか。稲毛海浜公園教養施設 施設利用者数と表示した資料になります。 

  こちらの資料ですけれども、まず１枚めくっていただきまして、令和２年度の事業報告書、

差し替えページと右上に書かせていただいている資料ですけれども、少し申し上げましたが、

欄外のほうに記載してありますけれども、令和２年の４月、５月に発令されました緊急事態

宣言に伴いまして、花の美術館及び稲毛記念館ほか２施設については、４月４日、５日、８

日から５月26日まで休館、なお、花の美術館有料区域につきましては、展示物の再開準備の

ため、さらに６月14日まで休館しておりました。 

 このため、令和元年度の状況と比較することが参考になるかと思いまして、１枚目の表に
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戻っていただきたいのですが、そちらを比較したような表となっております。 

 上の段の表で、左側のほうが施設順に令和元年度と令和２年度の実績と、その増減を比較

したもの、これは年間を通してです。ですので、例えば稲毛記念館・海星庵、野外音楽堂と

上から順にありまして、これを足したものが成果指標の②に相当する数値になるのですが、

合計した数字だけ、少し着色した欄になります。令和元年度18万5,919人に対して、令和２

年度が18万2,411人ということで実績を表示してございます。 

  これに対して、右側が、今御説明しました休館中の月を除いて、開館していた期間の利用

者数を合計してみたものを比較したものです。そうしますと、今申し上げた稲毛記念館・海

星庵、野外音楽堂の上段の合計の数字を見ますと、令和元年度で14万4,076人に対して、令

和２年度は17万6,831人ということで、令和２年度、コロナ禍にあったものの、その期間に

おいては令和元年度よりも上回っているというような状況が見えております。同じように、

下の花の美術館についても、同様の形で見えているということで、こちらは参考になります。 

 年度評価シートのほうにお戻りいただけますでしょうか。 

  ３ページをお開きください。 

  ４、収支状況です。（１）必須業務収支状況のア、収入についてですが、指定管理料の実

績が１億9,364万8,000円です。同右側の欄、計画との差が183万2,000円の増となっています

が、こちらは新型コロナウイルス感染症の影響による支弁分として休館により減収相当額、

コロナ感染症対策費として市から指定管理者に対して支出したものになります。また、３番

ですが、利用料金収入の実績が972万5,000円です。計画との差が703万3,000円の減となって

おり、こちらは計画では公園内の各種施設リニューアルによる相乗効果での利用者増などを

見込んでいる中、そこまでの実績に至らなかったものと考えております。 

  その他の収入の実績は110万2,000円で、こちらはおおむね計画どおりの実績となっており

ます。 

  結果、実績の合計では２億447万5,000円、計画との差は509万9,000円の減となります。 

  次にイの支出ですが、人件費の実績が１億1,448万4,000円です。計画との差が4,121万

9,000円の増で、こちらは円滑な運営を重視した人員配置を行ったことによるものです。事

務費の実績は3,408万6,000円、計画との差が2,588万4,000円で、費目の見直しによるもので

す。管理費は6,063万1,000円、計画との差が1,236万4,000円の減で、施設利用の低下等によ

り、光熱水費がかからなかったことによるものです。委託費は282万2,000円で、おおむね計

画どおりの実績、その他事業が629万8,000円で、計画との差が493万2,000円の増で、ポスタ
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ー作成等認知度向上のための広告費の増によるものです。 

  以上、支出の合計では２億1,832万1,000円の実績で、計画との差は874万7,000円増となり

ます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 （２）自主事業収支状況です。自主事業は99万3,000円の収入に対し、支出が99万3,000円

です。 

  （３）収支状況は、必須業務と自主事業を合わせた全体の状況になりますが、必須業務の

収支は1,384万6,000円の赤字、自主事業につきましては収支ゼロであるため、合わせた全体

の収支としましては1,384万6,000円の赤字となっております。 

  次に５、管理運営状況の評価、（１）管理運営による成果・実績ですが、おのおのの施設

の数値目標の達成率から、花の美術館の評価はＥ、稲毛記念館ほか２施設がＣです。ただし、

これにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、数値目標の達成は

難しかったものと認識しております。 

  ５ページを御覧ください。 

  （２）市の施設管理経費縮減への寄与ですが、選定時の提案額と同額または５％未満の削

減であり、評価はＣです。 

  （３）管理運営の履行状況です。この表の一番右側の欄にある特記事項につきましては、

市側が評価に関わる内容を説明するため記載しております。 

  指定管理者の自己評価は、１、市民の平等利用の確保・施設の適正管理、２の（２）施設

の維持管理業務、３の（１）幅広い施設の利用の確保、及び（３）施設における事業の実施

の４項目がＢ、その他水準とおりの管理運営がなされたということでＣです。 

  次に市の評価ですが、３の（１）幅広い施設の利用の確保については、通常開館時刻を延

長し、16時半から17時まで無料開放を実施したこと、ＳＮＳによりイベント等の積極的な発

信や、野外音楽堂を通常17時までの利用としているところを夏季期間は19時まで延長させた

ことを評価し、Ｂとしております。また（３）施設における事業の実施については、より魅

力的な展示業務や観察会、講習を充実させて、公園にまつわる新たな展示、例として園内植

物を使ったリースの展示、園内鳥類の展示等を行ったことから、Ｂとしております。 

  これら以外の項目については、水準どおりの管理運営がなされたと考えており、Ｃの評価

となっております。 

  ６ページをお願いいたします。 



 8 

  （４）都市局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応です。１つ目は成果指標及び

数値目標の設定に当たり、花の美術館とほか３施設を分けるだけでなく、施設ごとに人数や

利用形態などを設定するなど工夫していただきたいとの御意見ですが、これにつきましては、

施設ごとの数値の設定とはしておりませんが、施設ごとの利用者数等の実態の把握は行い、

運営に生かせるよう努めているところです。 

  ２つ目に、就業規則の届出、三六協定の締結・協定内の時間外・休日労働など、労働関係

法令を徹底していただきたい、市においても適切に指導していただきたいとの御意見に対し

ましては、改善されております。本市においても指定管理者制度の中において、労働条件審

査等も行っているところでございます。 

  次に６、利用者ニーズ・満足度等の把握の（１）指定管理者が花の美術館・稲毛記念館で

行った利用者アンケートの調査結果です。回答数は実施内容の２段目に記載されているとお

りです。 

  まず花の美術館ですが、市内の方の利用が６割程度となっており、年齢層としては30代か

ら御高齢の方まで幅広く利用されていますが、70代以上の方が３割を占め、60代以上が約半

分となっています。 

  館内の展示管理の満足度については、「よい」「ややよい」を合わせて９割以上という高

い評価をいただいております。 

  利用回数については、初めての方が約３割、３回以上のリピーターの方が６割程度いらっ

しゃいます。 

  一番よかった施設については、温室や屋内の花の展示を合わせて５割を占めております。 

  稲毛記念館は、市内の方の利用が約８割で、年齢層は20代、30代の方の利用が低く、それ

以外の世代では幅広く利用されており、60代以上で約５割となっております。 

  来館の目的は、「公園に来たついで」「休憩室利用」で約６割を占めており、印象は「大

変よかった」「よかった」という評価が合わせて９割となっております。 

  ７ページを御覧ください。 

  （２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応です。 

  １つ目は、自主事業として花の美術館で行っているクイズラリーについて、問題を少し難

しくすることやルートを複雑にするなどしてほしいとの御意見ですが、幅広い年代の方に楽

しんでいただけるよう、内容を少し難しくする改善が図られています。 

  ２つ目は、コロナ禍の状況から換気をしてほしいとの意見につきましては、なるべく扉を
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開放しまして、換気に務めたということでございます。 

  ７、総括です。 

  （１）指定管理者による自己評価はＢで、その所見ですが、花の美術館の無料区域の植栽

を若者向けの花卉を増やす等、幅広い方々に来ていただくことができたことや、稲毛記念館

では子ども主体の講習会や伝統文化講座を充実させたこと、新たな展示を増やし、公園につ

いて知る機会を提供したこと、気軽に利用できる休憩スペースを提供し、同時に展示物への

興味関心を深めることができたこと、また施設長クラスのミーティングを行ったというもの

です。 

  その下、（２）市による評価はＣです。花の美術館については、数値目標の約５割にとど

まってしまいましたが、屋内の植栽展示について高評価をいただいていることや、感染症対

策に留意しながら、展示会やイベントを行ったことなど、利用者のニーズに応え、憩いの場、

レクリエーションの場として機能したことを評価しました。 

  また、教養施設ですが、こちらも数値目標の約９割となりましたが、野外音楽堂が野外ス

テージという性質から、コロナ禍でも比較的イベント利用の需要があったという状況の中で

貸出期間を延長し、運営を行った点を評価したものです。 

  利用者数の達成率が目標を下回り、Ｅとなった項目がありましたが、これは新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響があったためと考えており、今申し上げたような取組の成果を踏ま

え、Ｃと評価したものです。 

  説明は以上でございます。 

〇石井部会長 ありがとうございました。それではただいまの事務局の御説明に対しまして、

御意見などございましたら、御発言をお願いいたします。 

  どうぞ、望月委員。 

〇望月委員 花の美術館に関して、閉館期間も勘案して、その期間を省いた評価を市のほうで

していただいているのですが、稲毛の記念館のほうは、閉館期間が花の美術館より短いとは

いえ、その割に入館者数減のダメージが少ない印象があります。両施設で、コロナによる影

響を受けた期間は１か月程度の差ですが、それに比して随分パーセンテージの開きが大きい

印象です。施設の利用形態としてここまで差が生じてしまった原因が何かお分かりになれば

教えてください。 

〇石井部会長 事務局、お願いします。 

〇福原運営調整担当課長 御指摘のところなのですが、これにつきましてはコロナ禍にありな
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がら、閉館期間を除いてみると、実は前年度よりもかなり人が増えているということで、こ

れはまずその状況自体は、いわゆる公園については当時、屋内施設よりも開かれた空間なの

で、利用に関してはきちんと密を避ける形であれば、むしろ健康維持のために使っていただ

いたほうがいいですよというような話もあったので、逆に出かけるところがあまりなかった

というところもあって、公園利用が増えたというのは影響があるのかなと思っています。 

  そもそも花の美術館と稲毛記念館で達成率の差が、このように開きがあるのはなぜかとい

うことなのですが、これは我々も少し分析しないといけないと思っているのですが、ただ、

花の美術館の目標数値の設定自体が、当時10万人と設定した仕方が、平成28、29、30年度で

すので、ちょうどお手元にお配りしている、こちらの入館者数のまとめさせていただいた資

料の一番下の段に参考ということで、「花の美術館（有料区域）年ごと」という表があるか

と思うのですが、この平成28、29、30年度の平均を取って数値目標にさせていただいていま

す。この数字の状況を見ると、平成28年度が13万人いまして、平成29年度以降９万人、８万

人という感じで動いてきている中で、実は３年間の平均を取ったときに、この平成28年度の

高めの傾向が数値目標に含まれているという状況がありまして、なので、当時の設定がそも

そも数値目標として高めの数値目標だったかもしれないなというところが今、市の捉え方と

してはあります。 

 なので、近年の数字から比較すると、８万人、７万人というところから、令和２年度で５

万人ぐらいという状況なので、コロナの影響もある中で、これぐらいのオーダーというのが

妥当なラインなのかなというような感触は持っております。 

〇望月委員 今、御回答いただいたことに対して追加で教えてほしいのですが、逆に平成28年

がこんなに増えているのは、何かやったのでしょうか。過去３年間という平均を取る範囲を

見直すとか、平均値ではなくて中央値を使うとか、目標の設定の仕方について、これだけば

らつきが大きい場合には、少し考え方を改めたほうが良いように思いました。 

〇福原運営調整担当課長 平成28年度の、このときにちょっと上がっているという理由を少し

考えてみると、毎年実施していることではあるのですが、フラワーフェスティバルというの

を10月ぐらいにやっております。日数は限られてはいるのですが、そのフラワーフェス自体

を無料にしている日数が影響しているのかなと。近年は無料にしている日数が短いのですが、

当時は結構無料の日数が長かったという状況がある中で、もしかしたらそういったところの

人数がこのように数字に表れてきているのかなと考えています。 

  あと、数値目標の設定の仕方については、お話のとおり、設定の仕方は状況に応じ、少し
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検討しなければいけないのかなというふうには考えております。 

〇望月委員 ありがとうございます。 

〇石井部会長 どうぞ。 

〇宮本委員 ３ページの収支の状況ですが、収入はコロナの件で減少部分もありますが、支出

のほうはかなり増えています。当初の提案や計画に比べて実績との間に重要な差異が生じて

いますね。そうした場合は、期中で計画の見直しのための会議の開催とかを実施されている

のでしょうか。 

〇福原運営調整担当課長 提案時の数字に対して、その時点、その時点で修正を加えて、計画

に変更をかけていくというのは基本的には可能であろうと考えています。 

  毎年、毎年度、事業計画というのを提出していただくわけなんですけれども、その段階で

ある程度何か我々のほうで気づくことがあれば、協議をして少し修正といいますか、微修正

といったことは可能かとは思うんですけれども、現状では事業者さんから出していただいて

いる数字をそのまま事業計画として我々としては受理させていただいていると、そのような

状況です。 

〇宮本委員 この表は、基本的に実績対計画の様式になっていますよね。ですから、市として

は計画を指定業者のほうで実施して欲しいと思っているわけですね。我々としては、あくま

でも差異は、実績と計画の観点で考えればよろしいのではないかなと思っています。 

 それからもう１点、その他の事業費ですが計画に比べて、実績は大幅に増加していますね。

実績は令和２年度、令和元年、両年度とも計画に対して約４倍増です。当初の計画は何だっ

たのか疑問に思われます。また、これだけ多額な差異が生じたときに市としてはどういう対

応を取られたのか、お聞かせいただけますでしょうか。 

〇福原運営調整担当課長 実際に取り組まれている内容は、素直に必要な経費として、例えば

先ほど広告費の増ということで御説明したのですが、確かにそういった取組をしていただい

ているというところはありまして、その取組そのものはもともと出された計画と差が出てい

るから超えてはいけませんよとかいうことではなくて、それはその理にかなったものであれ

ば、それは市としても受け入れていく。 

  ただ、あまりにも差がありすぎると、それはどうかなというところはあるのですけれども、

全体の収支の中でやはり経費の動きがあって、運営していただくというのが理にかなってい

るものであれば、市としてはそれを受け入れているというような状況でしょうか。 
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〇宮本委員 令和元年、令和二年と２年間にわたって環境に大きな変化があったわけですね。

大きな環境変化を考慮すれば、令和２年の計画策定時に実現可能な計画を適時に相談し合っ

たほうがよかったのではないでしょうか。 

 財務的観点からみると管理が弱い事業者のような気がします。その意味では、市のほうか

らも財務的な面を事業者に指導されたほうがよろしい気がします。 

  あと一点、事務費の見直しですが、これは結構大きな額の差異が生じていますね。これは

どの様な費目を見直したのですか。また、見直した理由は何故なのでしょうか。  

〇福原運営調整担当課長 これに関しては、人件費も含めてかなり数字の差異が大きいという

ことで、その辺からもちょっと御説明が必要かなと思っていまして、まず人件費のほうです

けれども、今日追加で配付させていただいた資料の人員比較という１枚の資料ですがお分か

りいただけますでしょうか。先ほど利用者数の説明をした配付資料の一番最後あたりにある

のではないかなと思います。 

  「稲毛海浜公園教養施設人員比較」とまとめた資料になります。 

  こちらが、真ん中と右の欄がまさしく令和２年度の計画と実績において、本社スタッフで

すとか、現場スタッフということで稲毛記念館、花の美術館、それぞれどんな人員配置をさ

れていたのかというのをまとめたものになります。 

  御覧いただきますと、令和２年度の計画として人員配置、こういう計画であったものが、

実績としては一番右側に書かれているような形になっていまして、本社スタッフの増員です

とか、花の美術館の増員ということになっております。 

  ただ、事業者のほうも申していたのですが、いわゆる公共的な施設を管理運営していくと

いう中で、当初いろいろ想定していたところはあるのですが、当初見込んでいた人員配置で

はなかなか対応しづらくて、やはり、きちんと人員配置をして対応しなければならないとい

うような反省もあって、このような配置をしてきているということで聞いております。 

  これは、令和元年度の実績でスタッフはトータル43人いて、令和２年度の実績も40人とい

うことで、人数的にはほぼ横並び、これは結局、人件費の実績とも同じような、支出でいう

と、令和元年度１億1,300万のところ、今年度１億1,400万ということで、人員がほぼ変わっ

ていないので、人件費の実績もほぼ横並びになっているのかなというふうに思っています。 

  事業者なりにそれでもスタッフを少し効率よく削減したいなと思いながらも、今申し上げ

たように、やはり社員教育や、きちんと正社員…。 

すみません、今いろいろ飛んでしまってすみません、御覧いただいた人員比較のほうで、
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下の段に内訳として、社員、契約社員、非常勤という数字を、区分をちょっと出してみたの

ですが、令和２年度の計画に対して、実績は社員さんの比重がやはり大きくなってきている

というような背景もあります。これはやはりきちんと現場対応していくために、契約社員、

非常勤さんも非常に大切なのですけれども、やはり直接のスタッフというものを配置して必

要性があるということで、こういうような比率に変わってきているというようなところがあ

りまして、人件費についてはこういったような差異が生じてきているというふうに捉えてい

ます。 

  それに続いて、今おっしゃられていたような事務費とか管理費とか、かなり数字が動いて

いるというところは、結局人件費のほうにかなりウエートが高くなっていることに対して、

そういったところに品目のほうを見直すというようなところで、相互に補い合ってというよ

うな状況が生じているというところです。 

  事務費の２年について一番大きいところは消耗品の費用です。計画と実績で、特に事務費

の中で一番大きく減になっている要素というのは消耗品費ということで聞いております。 

〇宮本委員 これは調べてみますと、人件費は、今回の指定管理料だけでなくて、それ以外の

事業でもかなり増加していますね。もしこの会社全体の人件費が増えたとしても、それを市

のほうで負担する必要があるのですか。最初に決めた金額の中でやりなさいという話で、こ

れは増えたとしても市が負担する必要はないような気もするのですが、その件はいかがでし

ょうか。 

〇福原運営調整担当課長 それにつきましては、この指定管理の制度の枠組みとして、いわゆ

る上限額といいますか、提案の中で、例えば３年の指定管理ですけれども、それぞれの各年

度の指定管理として市のほうで拠出できる限度額というのを定めている中で、事業者提案で

出していただいたものが、その範囲内という前提の中でいい提案をいただいたときに、その

事業者を選定させていただくという仕組みになっているんですけれども、そうしたときに、

金額の変動があったときに、例えばこの要素について、特段、例えば何％増えちゃったら駄

目ですよとか、そういった特に制度上の仕組みは特にないものですから、全体を見たときに、

我々として出せる金額の上限は決まってしまっていますので、その中で施設の運営そういっ

たものをしていただくということであれば、それは市としてはよろしいのかなというふうに

思っています。 

〇石井部会長 今の点に関連して、御質問がある方いらっしゃいますでしょうか。 

  観音寺委員、どうぞ。 
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〇観音寺委員 私も同様のところが結構気になっています。今あった質問と重複になるような

ら割愛しますが、支出の増加合計として、必須事業と自主事業を含めて、収支で1,400万ぐ

らいの赤字になっていますが、その要因としては、500万程度の収入減と900万程度の支出増

に分解される中で、やはり目立つのが人件費の増加だと思います。休館期間があって、１か

月、２か月休んでいる場合には通常、人件費は下がると思うのですがこれだけ増えていると

いうのは、やはりちょっと解せないというか、気になるところです。そこに関して市として

どうウォッチしていたのかなというところと、この時期にどうして人員をそんなに厚くする

のかが、コロナ対策で厚くしたというのかもよく分からないのですが、非常に気になるとこ

ろです。 

  人員が増加している資料もありましたけれども、ここの部分も休館していたときの休ませ

た分の人件費とかがどういう管理されていたのか、この辺りは市としてよくチェックしたほ

うがいいかなと思います。 

  あと当然、このコロナ調整助成金とか、コロナの対策関係の費用で国からの補助等もある

かと思います。指定管理料のコロナ支弁というのは市からの話だと思うのですが、それ以外

に何か国からの補助とか、そういうのは計上されているものなのでしょうか。 

〇福原運営調整担当課長 順番が前後してしまいますが、先に今おっしゃっていた市からのコ

ロナ支弁以外について何か支援的なものがあるのかということなのですが、それに関しては

特にないです。 

 あと、人員についてですが、先ほど追加の資料で御説明した、人員比較のほうの表の話に

なってしまうのですが、計画と実績で比較したときには増という形で今これは見えているん

ですけれども、実際は令和元年度でほぼこういうような体制になっているところが横スライ

ドで来ているということで。 

〇観音寺委員 だとすると、何でこんなに増えるのですか。 

〇福原運営調整担当課長 それはもともと令和元年度当時から。 

〇観音寺委員 令和元年度は113と114でほぼ一緒だからということ。 

〇福原運営調整担当課長 そうです。ですので、人員はほぼ同じなのです。ですので、計画費

で入れるんですが、実態としては既に令和元年度から人員としては増強されてきていまして、

実質的に令和２年度に人員が増されたというのは、多少アルバイトが増えているというのは

あるのですが、大きな要素にはなっていないという状況です。 

〇観音寺委員 そういうことですか。了解しました。 
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〇石井部会長 今の質問の中で出てきたコロナ支弁以外には出していません、出ていませんと

いうのは、それは千葉市から出ていないということですね。観音寺委員の御質問は、千葉市

が出した以外に国等からの補助等があったのではないですかという御質問でした。 

〇福原運営調整担当課長 失礼しました。 

 コロナ支弁自体が国費から賄われているものになります。 

〇石橋公園緑地部長 公園緑地部でございます。 

  そういう国から直接民間事業者さん、あるいは労働者様のほうに支払われるもの、支弁さ

れるもの、これについては、この花の美術館などにかかわらず、私ども市のほうから各指定

管理者様のほうに、国のほうでこういう制度がございます、必要であればそういった制度の

活用をぜひお願いしますと、そういったお知らせのほうをして、経営環境の変化に対応して

いただくということをお願いしております。 

  以上です。 

〇石井部会長 それは実際に受給しているかどうかは把握していないということでしょうか。 

〇福原運営調整担当課長 申し訳ありません、そこのところは把握できておりません。 

〇石井部会長 観音寺委員、どうぞ。 

〇観音寺委員 そうすると、国に申請を出して、それを国から市に行って、市から出ていると

いうことになるのですか。そうではなく、雇調金などは直接雇用主に行くかと思うのですが。 

〇福原運営調整担当課長 石橋からの内容については、市が経由せずに直接行くということで

すね。 

〇観音寺委員 そうですよね。コロナ支弁というのは、ちなみにどういう制度の支弁なのです

か。 

〇福原運営調整担当課長 コロナ支弁は、市のほうからまず支出しているものになります。そ

れは閉館中の使用料の収入減と、あとコロナ対策をしていただいている場合のコロナ対策経

費、その期間中の対策経費といったものに対しての支出ということになります。 

〇観音寺委員 それは国の制度なのですか。 

〇福原運営調整担当課長 それは国の制度です。 

〇観音寺委員 分かりました。 

〇石井部会長 今の人件費等の話で、私もちょっと質問したいと思います。 

  令和元年度の指定管理も実質的にはこのワールドパークがやっていたということでよろし

いですよね。 
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  そうすると、先ほどの公の施設だからもっと人員を手厚くしなきゃいけなかった何とかと

いう話がありましたけれども、令和元年にやっていて令和２年の計画を立てているわけです

から、そのときに把握できていたのではないですか。把握できていて、自分でこれだけ減ら

せますよということでやっていたのに、公の施設だったから思ったより手厚くかかってしま

ったというのは、全く理由になっていないのではないかという気がします。 

  それから、令和元年の実績、この人員比較表を見ますと、令和元年の実績で本社スタッフ

３名、令和２年の実績で本社スタッフを４名増やしている。一方で現場のスタッフの人数は

令和元年、稲毛記念館が10名から６名に減って、花の美術館は30名から27名に減っている。

現場の人を減らしておいて本社を増やしておいて、人件費が変わっていないよと。何かおか

しな気がするのですけれども、その辺り市のほうでは何か事情などは分かってはいないので

しょうか。 

〇福原運営調整担当課長 今のお話につきましては、去年に本社スタッフ、今おっしゃったよ

うな形で表記させていただいているのですが、増員された本社スタッフも、実際は現場責任

者を兼務するような形にもなっておりますので、本社スタッフでありながら現場責任者も兼

ねているような形でもあるというところです。 

〇石井部会長 今の支出に関連する部分で、６－１の３ページの支出の事務費と管理費で、事

務費は2,588万、管理費が1,236万減だというところで、この減が両方で3,800万程度ですけ

れども、それが減っているけれども、人件費4,121万プラスになっていますと。なので、ト

ータルすると、若干マイナスです。事務費と管理費が減った分を人件費に回しているのでは

ないか、上乗せしているのではないかと。要は予算、年度の予算は上限が決まっているから、

そこまで使えるものを使ってしまおう、人件費のほうに回そうというようなことではないの

ですかね。ここだけ見ると、そんなふうにも見えてしまうのですが。 

〇福原運営調整担当課長 そこは令和元年度ですとか、そういったところとの人員の比較、ス

タッフの配置の比較をさせていただいている中で、こういった配置をやはり市としても必要

だろうということで認識しておりまして、今おっしゃっているような付け替えというのはあ

れですけれども、そういったことではないというふうに一応考えてはおります。 

  先ほど宮本委員もおっしゃっていたかと思うのですけれども、要するに少し見込みの甘さ

といいますか、計画の時点修正といいますか、提案時から状況が変わっているのであれば、

その時点で提案時から計画を見直して、実際に見合うような計画に見直していくということ

が必要だったのかなというふうには思っております。 
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〇石橋公園緑地部長 この人件費等の増額につきまして、皆様から色々と御質問を受けている

ことに直接的なお答えになるか分かりませんけれども、一つ、民間事業者の指定管理に移行

した際に、やはり事業者側の意識として、外部委託、それまでみどりの協会のような外郭団

体が維持管理、運営を行ってきた、その中で、草花の花壇の植え替え、こういった業務の多

くが委託業務として行われていた。そこにやはりどうしてもコストがかかる要因があるので

はないかという中でこの指定管理者からの提案として、直営部分を増やしていくというよう

な考え方を持っていて、徐々にそういったところにシフトしているという状況がございます。 

  ただ、それだけでこの状況が全て説明できるかというのと、ちょっとそこは疑問が残る点

だと思いますので、私どものほうでもただいまのような疑問点は今後、注視してまいりたい

と思っております。 

  以上です。 

〇石井部会長 あと、同じく今の支出のところのその他事業費、先ほど広告費が増えた部分と

いうお話が出てきたかと思います。そこのその他事業費の右側の計画、実績差異、要因分析

のところで、認知度向上のための広告費の増ということで493万円ほど増えていましたとい

うところで、６－７の資料の22ページ、管理業務の実施に要する経費の支出状況に関する事

項ということで見ると、広告料の経費支出状況を見ると、年度末の３月にまとまって327万

出ています。これはまさしく年度末に余っているから使ってしまおうということではないの

かというふうに見えてしまうのですが、この辺はいかがでしょうか。 

〇福原運営調整担当課長 申し訳ありません、そこのところの詳細については、まだ確認し切

れていないというところです。 

（注：会議後に広告料の支出内容を確認したところ、本来計上すべきではない項目が入ってい

たことが発覚し、広告料を０円に修正することとなる。） 

〇石井部会長 そのほか何かございますでしょうか。 

  どうぞ。 

〇宮本委員 自主事業の収支状況なのですが、これは計画も提案もないですよね。支出も収入

も同額ですね。この項目を記載する意味は何なのですか。計画に対して実績がこうだという

議論もできないし、実際に収入のほうも中身が分からない。指定管理理者評価の観点から、

この項目は必要ないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

〇福原運営調整担当課長 こちらの年度評価シートのほうではそこまで書くような様式になっ

ていないのですが、資料６－７の一番最後のページになりますが、様式第３号と左上に書い
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てありまして、自主事業の収支内訳書というのが参考の資料ということになります。 

  これは決算書なので、実績ということになりまして、計画のほうは一つ前の資料６－６の

最後のページが自主事業の計画の予算上の内訳書ということになります。ですので、ここを

比較してご覧いただくという形になります。 

  ですので、計画と実績の比較はこちらで御覧いただく形になりまして、年度評価シートの

ほうは実績だけ書くというようなスタイルになっているというところです。 

〇宮本委員 年度評価シートのほうも計画と実績を比較して、差異を説明する形式のほうがよ

ろしいのではないかと思います。 

〇福原運営調整担当課長 そうですね、年度評価シートの様式は、これは全庁的に統一されて

しまっているものですから、これとは別に以後そういったものが比較できるような参考資料

を作成させていただくということで対応させていただきたいと思います。 

〇石井部会長 そのほかの項目についても何か御質問ございませんでしょうか。 

  観音寺委員、よろしいでしょうか。 

〇観音寺委員 大丈夫です。 

〇石井部会長 どうぞ。 

〇木下委員 基本的なことなのですが、一つは質問で、資料６－１の年度評価シートですけれ

ども、５ページのところに、自己評価と市の評価がございます。１番、市民の平等利用の確

保、施設の適正管理と、２の施設管理能力、（２）施設の維持管理業務については、自己評

価と市の評価がずれているわけですけれども、この自己評価と市の評価が異なる理由とか、

同じであるというのは、どこを見れば分かるのでしょうか。６－５ですか、根拠みたいなも

のは。 

〇福原運営調整担当課長 資料６－５なのですが、お開きいただきますと、令和２年度指定管

理者年度評価シート補足資料というのがございます。 

こちらはまず事業者が行う自己評価はまさしく自分たちがどう評価したかというのを直接

記入するというスタイルなのですが、市側の評価につきましては、年間何回かモニタリング

というのをしておりまして、この補足資料というのは年間に行ったモニタリングの結果をま

ずここに入力するスタイルになっています。そのときに例えば標準であれば標準ですし、よ

いところがあれば、例えば丸とか二重丸とかいうのをつけていくわけなのですが、そういっ

た二重丸なり丸とかいうのをつけていくと、それに応じて加点されていくような、自動的に

点数が算出される仕組みになっていまして、そうすると年間で平均して、例えばプラス何点
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だったのかというのが出てきますので、それに応じて、例えばＢなのか、Ｃなのかというの

がもう自動で出てくるような、基本的にはそういったものになっています。なので、市側の

評価はまさしく今、補足資料の中でモニタリングをやった結果を入力して出てきたものを素

直に出すとこういうふうになってくると。   

ただ、自動で出てくるものの、それでもそれを修正するような何か要素があれば、理由を

付け加えて修正ができるという、そんな形になっています。 

  特に自動というとあれですけれども、そういった基準があるので、基準にのっとって評価

していく中で、ここはちょっと１点御説明なのですが、例えば今の補足資料の見ていただい

ている１枚裏面を見ていただきますと、表が途中で途切れてしまっていて申し訳ないのです

が、下のところに大きな２番で施設管理能力という項目から始まって、（１）人的組織体制

の充実というところがございます。ここが、モニタリングを２回やって、それぞれのところ

で加点されてＢとか、続きが次のページにありまして、御覧いただけますでしょうか、年間

の点数の平均が0.67という数字がございます。この0.67ですとＢというふうになるのが基準

どおりなのですけれども、ただここに関しては、もう一度この実績をトータルでといいます

か、全体を通して市のほうでもう一回見せていただいたときに、これに関しては標準どおり

であるというふうに考えられましたので、ここはＢであるところをＣに変えさせていただい

ています。それは年度評価シートのほうに戻りまして、御覧いただいているのは５ページに

なりますが、今の項目というのが大きな２番の（１）人的組織の充実という、基準が出れば

市の評価はＢですが、ここはＣに修正していると、それ以外は申し上げたとおり、基準どお

りにならって出させていただいている評価ということになります。 

〇木下委員 そうすると、事業者の自己評価が甘かったというよりは、モニタリングでより細

かく見て調整したという理解でよろしいですね。 

分かりました。 

  もう１点は細かいことなのですが、資料６－７のところで結果が35ページあたりからを見

ると出ているわけですが、これはいろいろと良い御意見もあったりして参考になるところが

あるかと思うのですが、今回の年度評価云々ではなくて、例えば駐車場が夏場に足りないと

か、花の美術館をキャッシュレス決済にしてほしいとか、何かこういう長期的に検討を要す

る課題もちらちら出ておりますので、年度評価云々は別として、今後ぜひ御検討いただけれ

ばいいかなというのが、このアンケートから幾つかございましたので、これは意見ですけれ

ども、御検討いただければと思います。 
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  以上です。 

〇石井部会長 望月委員、どうぞ。 

〇望月委員 先ほど部会長からも指摘のあったところなのですが、資料６－７の22の経費支出

状況を見ると、広告料が３月に大きく出ていて、同じく資料６－７の34ページの広告プロモ

ーション業務に関する事項で、毎月何をやったかということが出ています。これによります

と、各月のイベントのためのチラシ印刷費が経費として支出されたのではないかと推察する

のですが、しかしそれは毎月のイベントが決まらないと発生しない経費であって、３月に１

年分ためて経費が発生するというのは、おかしいと思います。これは市へのお願いになりま

すが、追加で配付された稲毛海浜公園教養施設の使用利用者数を見て、広告に力を入れたと

きに、どのぐらい効果があったのか、広告を周知して来場者が果たして増えたのか、検証を

お願いしたいと思います。３月にまとめて使った経費は、期をまたいで令和３年度に効果が

出てこないと費用に対する効果がないということになりますので、今年度の４月以降に使っ

た経費がきちんと効果を発揮しているのかというのを検証して頂きたいと思います。 

（注：会議後に広告料の支出内容を確認したところ、本来計上すべきではない項目が入って

いたことが発覚し、広告料を０円に修正することとなる。） 

〇石井部会長 そのほか何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  この年度評価に直接関わるかどうかというところですが、今日の最初のお話のところで、

稲毛海浜公園の教養施設とか花の美術館についての指定管理を、来年度は指定管理で、その

後、体制が変わるというようなお話がありましたけれども、その後はどのようになるのか。

それでどこがやるのか分かっている範囲で教えていただければと思うのですが。 

〇福原運営調整担当課長 指定管理のほう、期間満了後といいますか、それ以降につきまして

は、花の美術館も実はリニューアルの予定がありまして、これは若干計画からは遅れてしま

っているのですが、花の美術館そのものもリニューアルをしていくというような状況もあり

まして、そういったステップを踏んで、以後は管理許可という形になりまして、運営そのも

の、これは市からの支出はない形、あくまで事業者さんが自らその施設を自分の経費、上が

りをもって経営していくというスタイルに移行していきたいというふうに思っております。 

〇石井部会長 指定管理はそうするとあと１年、来年度だけだということになるのと、その後

管理許可になったときには、このままワールドパークがやるであろうと、よほどのことがな

ければそうなるのでしょうか。 
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〇石橋公園緑地部長 初めての委員さんもいらっしゃいますので、稲毛海浜公園のリニューア

ル事業について、少しお時間いただいて説明させていただいてもよろしいでしょうか。 

  観音寺委員、会場では図面で説明しておるのですが、御覧いただけなくて大変恐縮でござ

います。 

〇観音寺委員 大丈夫です。 

〇石橋公園緑地部長 今回、株式会社ワールドパークのほうで平成29年から稲毛海浜公園のか

なり多くの部分についてリニューアルをしていくということになっております。民間活力の

導入による公共施設、公園のリニューアル事業ということでございます。 

  この図面で、青で塗っておりますのは、民間側の、ワールドパーク側の提案を受けて民間

が整備していく施設、それと赤い部分は提案を受けて、市が行政負担で負担金をお支払いし

てリニューアルをかけていく、こういうことになっております。 

  ここが図面上、ヨットハーバーの区域、現在御議論いただいております花の美術館などは

この区域、こちらはプール、ここがいなげの浜、こういったところでございます。 

 まず代表的なものからの御説明ですが、まずこちらグランピング施設ということで、これ

は民間事業者で現在の樹林地、芝生地、こういったところにグランピング施設を造っていく。

それと現在の指定管理施設に入っております稲毛記念館、これは宿泊、あるいは１階カフェ、

こういったものへの転換を予定、これは民間事業者、ワールドパークがやっていく。 

  それと花の美術館、こちらも現在は指定管理施設なのですが、民間事業者が中の改修をか

けて、新しいテーマによる展示施設に変えて、逆に千葉市に施設の使用料を納めていただく

ような収益施設に転換していく、そういうものでございます。 

  ここの青いところはバーベキュー場でございまして、既にグランドオープンしております。 

  こちらプールの改修というところで、本来であればもう改修がかかっているようなタイミ

ングなのですが、諸事情がありまして若干遅れておりますが、現在はファミリータイプのプ

ールでございますが、大人も楽しめるリゾート感のあふれるプールへの改修、これもやって

いくというような内容です。 

  それと赤いところ、いなげの浜でございますが、リゾート感を出すということで既に改修

済みですが、白い砂浜への改修、それと海へ延びるウッドデッキの整備、あとは図面にはあ

まり表示しておりませんが、老朽化したトイレ、あるいは夜間利用も安心していただけるた

めの照明灯の改修、増設、こういったものを全体展開して、稲毛海浜公園をやっていく。 

リニューアルしてにぎわいのある施設に変えていく、その過程において、現在、このワー
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ルドパークが指定管理を継続しているというような枠組みになっているというところでござ

います。 

  今後、コロナの影響等を受けまして、予定のスケジュールよりも若干遅れているというと

ころでございますが、こういった民間施設が展開していただくことによって、考え方として

は、市の管理していた区域が民間事業者の管理していくところに替わっていきますので、市

の管理費の負担が軽減されていく。逆に施設の使用料を市のほうに収めていただくというよ

うなことで、千葉市にも財政効果が全体として認められるということで、トータル20年間で

の収支などを見た上で、市も一定規模の財政支出をしながら、この転換を民間と一緒にやっ

ていこうという内容でございます。 

  長くなりましたが、以上でございます。 

〇石井部会長 ありがとうございました。 

  では、そのほかに御質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。 

  それでは、１、公の施設の基本情報から、７、総括（２）市による評価については以上で

終わります。 

  続きまして、７、総括（３）都市局指定管理者評価委員会の意見についてですが、次年度

以降の管理運営をより適正に行うための意見、助言について委員の皆様からお願いいたしま

す。 

  観音寺委員、お願いいたします。 

〇観音寺委員 ほかの委員の方からも出た意見も含めてになるのですけれど、以前からワール

ドパークさんは、いろいろと計画どおりに行っていないということで、ルーズというか、非

常にネガティブイメージを私としては持っています。 

  今回の目標値については、当然コロナの影響があるので、自助努力の問題ではないという

のは重々理解しているのですけれども、その問題よりも、むしろ計画とのずれだとか、いろ

いろと計画が遅れている話だとか、その辺りで、市のほうも結構遠慮しているようなイメー

ジを捉えています。 

  管理許可になればまだしも、指定管理でやっていて、指定管理料を払っている以上、この

会社は結構ぐずぐずしているイメージが強いので、市としてもうちょっと強い形でハンドリ

ングというか、管理をされたほうがよいかなというふうに感じます。 

  以上です。 
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〇石井部会長 ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。 

  望月委員。 

〇望月委員 私も先ほどの意見の繰り返しになりますけれども、かけた経費に対して、きちん

と効果が発揮されているのかというのを、市のほうできちんと検証していただきたいなと思

っています。 

〇石井部会長 宮本委員。 

〇宮本委員 繰り返しになりますが、計画と実績を比較形式で評価できるようにしてほしいと

いうことと、期中環境変化などで計画の変更が必要なときは、市のほうからも、指定管理者

と話し合って見直しをするということを指導すべきではないでしょうか。何となく出た結果

を後で理屈をつけているような感じを受けます。変化の激しい時代ですから臨機応変に適時

に対応していくべきではないでしょうか。 

 今説明をいただいた市としての大きな計画との関連から、計画の進捗及び重要な差異につ

いて指定管理者と話し合い課題を適時に改善すべきだと考えます。 

〇石井部会長 ありがとうございます。 

  木下委員、いかがでしょうか。 

〇木下委員 皆さん言われたとおりなのですが、そうしますと、私、設置管理許可のほうが具

体的にどうなっていくのかというところを詳しく把握していないのですが、例えば今回、教

養施設、こういうのは全て残るんですか。それでワールドパークさんが引き続き設置管理許

可、Ｐａｒｋ－ＰＦＩですよね？ 

〇石井部会長 事務局、御説明お願いします。 

〇石橋公園緑地部長 厳密な意味でのＰａｒｋ－ＰＦＩではありません。というのは、都市公

園法の改正以前に私どもスタートしております。ほぼ仕組みとしてはＰａｒｋ－ＰＦＩです。

そういった意味では国費の導入がなく、市の単独でやっている事業ということでございます。 

  現在の指定管理施設、花の美術館、これは民間への管理許可に移行します。稲毛記念館、

これも改正案、これも同様です。 

  一つだけ、野外音楽堂、これだけはワールドパークの提案事業に含まれておりませんので、

これについては、直営になるか、ちょっとその辺は今後考えていかなければいけませんが、

そういったようなことになります。 

  あと１点、先ほどの説明の中で、修正といいますか、先ほどからこのリニューアル事業、

私のほうでワールドパークと申し上げていたのですが、正確にはワールドパーク連合体とい
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う５社からなる企業群がこのリニューアル事業に全体として取り組んでいく、その代表企業

が株式会社ワールドパークというところでございます。すみません、訂正させていただきま

す。 

〇木下委員 その設置管理許可、言うまでもないことかと思うのですが、最近よくＰａｒｋ－

ＰＦＩ、いろいろなところで使われ始めているわけですけれども、やはり行政、管理者であ

る行政、それから地域のニーズみたいなものをしっかり捉えて、しっかり行政のほうでビジ

ョンをお持ちの上で事業者さんのほうにお願いするというところがこの制度は非常に大事だ

と思っております。悪い言い方をすると、丸投げされている自治体の方も結構いらっしゃっ

て、任せるのだから、全部自由にやってもらうと考えておられる自治体が私の見ている中で

も結構いらっしゃる。でも、それではまずいのではないかと思っているところがありまして、

やはり愛着を持たれて、長年見えている方々もいらっしゃると思いますので、アンケートと

かを拝見すると。そういう声は非常に大事だと思いますし、そういう地域の声をくみ取りな

がら民間の経営のセンスを生かしていっていただきたいというところのかじ取りをぜひ行政

のほうにはお願いできればというふうに思います。 

  以上です。 

〇石井部会長 ありがとうございます。 

  では最後に私からも少し意見を述べさせていただきます。 

  指定管理そのものとしてはおおむね市が求める水準に達して、良好な管理運営が行われて

いたのだろうと思われます。なので、次年度、最後の年度にはなりますけれども、引き続き

適正な管理を行っていただきたいなと考えております。 

  ただ、いろいろ今日の委員からの質問や議論の中で出てきたように、疑問を持たれるよう

な数字とか運営の仕方とかが出てきておりますので、そういったことのないように次年度は

しっかりとしていただきたいなと。今年度もまだ残りがありますので、今年度も含めてです

けれども、しっかりしていただきたいなということと、それから市のほうでも何か疑問に感

じられるようなことがあれば遠慮せずにきちんと指摘した上で適切に運営していただきたい

なと、このように考えておるところです。 

  今日の委員会を通して出た意見、それらを含めて７、総括、（３）都市局指定管理者評価

委員会の意見として部会の意見とさせていただきたいと思います。 

  最後に資料６－８、６－９の財務諸表から見る当該指定管理者の財務状況について、宮本

委員から御意見、御質問お願いいたします。 
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（※財務状況等に関する意見交換の経過については、千葉市情報公開条例第７条第３号に 

該当する情報（法人情報）が含まれているため、表示していません。） 

 

〇石井部会長 ありがとうございました。 

それでは、以上で議題（２）「稲毛海浜公園教養施設［花の美術館・稲毛記念館・海星

庵・野外音楽堂］の年度評価について」を終わります。 

  本日の議事は全て終了いたしましたので、これをもちまして令和３年度第１回千葉市都市

局指定管理者選定評価委員会公園部会を閉会いたします。 

 

  塚原緑地の件はこの後の御説明ということでよろしいでしょうか。 

  では、事務局にお返しいたします。 

〇福原運営調整担当課長 ありがとうございました。 

  それではもう一つ、御報告ということで、お手元の資料の千葉県が報道発表した資料にな

りますけれども、大多喜県民の森及び船橋県民の森における不適切な料金徴収についてとい

うことで、こちらは御報告なのですが、今見ていただいている資料の中段あたりに施設の概

要というところがありまして、今申し上げた施設の指定管理者が記載されているかと思いま

す。株式会社塚原緑地研究所ということで、こちらの塚原緑地研究所さんに関わるものとい

うことで、私ども千葉市のほうでいいますと、同じくやはり指定管理でしております亥鼻公

園集会所というのがございます。こちらがまさしくこちらの事業者が指定管理として運営し

ているところでございまして、そちらの状況も含めて、この場で御報告をさせていただきた

いと思います。 

〇石井部会長 昭和の森もやっていませんか。 

〇福原運営調整担当課長 失礼しました。昭和の森もそうです。大変失礼しました。 

  まずこちらの事案についてなんですが、こちらの手元の資料に記載されておりますとおり、

料金徴収で不適切な状況があったということでございます。その内容が裏面を見ていただき

ますと、２ページになりますが、不適切な料金徴収の内容ということで、１つ、大多喜県民

の森では、研修館・竹工芸センターにおける電気代、それと園内での撮影料というのを徴収

していたということ。それと船橋県民の森については、バーベキュー場のパーゴラ席の料金

を徴収していたということです。 

  これの何が不適切だったかということなのですが、前後してすみません、１枚目に戻って
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いただくと、一番下に経緯とありまして、指定管理者制度導入施設で徴収できる料金という

のが県の条例で定める利用料金・使用料、それから自主事業による料金ということがまず前

提なのですが、今申し上げた料金については、このどれにも非該当ということで、何ら手続

がされないまま、徴収してしまっていたというものです。 

  その至った原因というのは、２枚目のほうの先ほどの続きで、３番目に不適切な料金徴収

に至った原因と書いてあるのですが、当該指定管理者が特別のサービスを提供するものであ

れば、利用者から徴収する料金を自らの判断で設定してもよいというふうに誤認してしまっ

ていたということでございます。 

  そういったことがあったものですから、県の対応、４番のほうですが、そのような料金は

徴収しないように、要するに適正な手続を経なければいけませんよというところと、既に徴

収してしまったものについては、利用者へ返還するということ。あとはさらにチェック体制

を改善するというようなことでの事後対応という状況になっております。 

  こういった状況がある中で、今申し上げた千葉市のほうでいいますと、亥鼻公園集会所と

昭和の森がございます。この事案が出たのが６月16日でしたが、その翌日、６月17日に状況

を直接、塚原緑地研究所のほうから、書面で御報告をいただきました。 

  申し上げた市内の２施設については、今回の事案のような不適切な料金を徴収していると

いう事実はなかったということをまず事実として確認ができました。 

  ただし、こういった誤りは真摯に反省し、社員の教育、社内の指導管理体制の再構築に取

り組んでまいりますということでのお言葉もいただいておりますので、そういったことで今

後、そのようなことがないように市としても当然注意しなければいけませんし、適正な管理

運営を行っていきたいと考えております。 

  御報告は以上です。 

〇石井部会長 今の件で質問しても大丈夫ですか。 

  もし委員の方で、今の点について何か御質問があれば。 

  これは県のほうでは、年度評価やモニタリングというのはされているのでしょうか。され

ていなかったのでしょうか。していたとすれば、そこの中では分からないことだったのかな

と。分からないのであれば、何で分からなかったのかなというのがちょっと疑問に思ったの

ですが、それは何か分かりますでしょうか。 

〇福原運営調整担当課長 こちらの事案については、指定管理制度所管課の業務改革推進課か 
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らの情報をいただいて、県のほうでこういった事案を発生したということで我々も情報を得

たという状況です。 

  今のお話、確かにおっしゃるとおりですが、そこまでの詳しい実情については我々も確認

はしていないのですが、まさしくおっしゃったとおり、モニタリング等をしていれば、恐ら

く気づいたであろうというところは、こちらとしても感じているところであります。 

〇石井部会長 そうしたら今後のこちらの、千葉市での指定管理でモニタリングしたり、年度

評価をしたりするときに、参考になるように、県のほうでどんなことをやっていて、何で今

回漏れてしまったのかというところを確認してもらえると、今後の千葉市のほうに生かせる

のかなと思うので、ちょっとお手数ですけれども、お願いできますでしょうか。 

〇福原運営調整担当課長 お話の内容を受け止めまして、対応していきたいと思います。 

〇石橋公園緑地部長 私どものほうとしましても、塚原緑地研究所さんは、最近指定管理を始

めた業者さんではなくて、以前から、また全国でいろいろな施設の指定管理の経験が豊富だ

ということで、この知らせが入ったときにかなり驚いたというのが正直なところです。 

 ただ、今、部会長が御指摘のとおり、そういった背景等を確認して、いま一度、原点に立

ち戻って適切な指定管理業務が行われるように、留意してまいりたいと思います。 

 以上です。 

〇石井部会長 観音寺委員、特に何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

〇石橋公園緑地部長 それでは長時間にわたりまして、御審議ありがとうございました。お疲

れさまでございました。 

  たくさんの御意見、あるいは疑問点などを頂戴いたしました。これから御指摘の内容も含

めて、私どもも事業者と対話しながら状況の把握、必要に応じて報告させていただきたいと

思いますし、また、現時点以降の管理運営、こういったものがより適切なものになるように

努めてまいりたいと思います。 

 来月下旬、８月24日にはまたこの公園部会ということで亥鼻公園集会所、昭和の森、こち

らの年度評価をお願いする次第でございます。大変お暑い中、御足労をおかけいたしますが、

よろしくお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

  本日はありがとうございました。 

〇須長都市総務課長補佐 それでは本日の会議はこれにて終了させていただきます。 

  委員の皆様、本日は誠にどうもありがとうございました。 
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上記、議事録は事実と相違ないことを確認し、ここに署名する。 

 

議事録署名人  部 会 長   石 井  慎 一 

 

 


